
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 異動日） 

  新しい住所に住み始める日（住み始めた日）です。異動日が届出日よりも 14 日以上さかのぼる場合は、事前にお問合

せください。     問合せ先  『郡山市役所市民課窓口係』 電話 024-924-2131 

 届出日  

  住民異動届を記載した日です。 

 届出人  

 ・氏名  届出ができるのは、これまでの住所における「異動する人」と同一世帯の方に限ります。 

同住所でも別世帯の方であれば、委任状が必要です。 

 ・電話  平日の昼間に連絡がとれる番号を記載（必須）。 

 異動する人全員の氏名  

  届出人も異動する場合、届出人を含めた全員の氏名を記載。 

 続柄  

  これまでの住所（郡山市）における世帯主との関係を記載。 

 確認事項  

  １  いずれかに☑を入れる。カードの所有者がいない場合、２は回答不要です。 

２  カード所有者が 1人でもいる場合は、カードまたは転出証明書による転出のいずれかに☑を入れる（必須）。 

 

 

～ 記載時のポイント ～ 

 ・カード利用による転出を選択した場合 

転出処理が完了次第、市民課から届出人へ連絡いたします。その後に転入の手続きをお願いします。 

・転出証明書による転出を選択した場合 

 ご準備いただいた返信用封筒により、新しい住所またはこれまでの住所へ証明書を送付いたします。 


